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議案第７７号  

 

藤沢市屋外広告物条例の一部改正について 

 藤沢市屋外広告物条例の一部を次のように改正する。 

２０２５年（令和７年）２月１３日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

藤沢市屋外広告物条例（平成１９年藤沢市条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

第１２条を次のように改める。 

（管理義務） 

第１２条 広告物等を表示し、設置し、若しくは管理する者又は広告物等の所有者

若しくは占有者（以下これらを「所有者等」という。）は、広告物等に関し補修、

除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならな

い。 

第１３条を削る。 

第１４条第１項中「各号」の次に「のいずれか」を加え、同条第２項中「神奈川

県屋外広告物条例（昭和２４年神奈川県条例第６２号）第３２条第１項各号のいず

れかに該当する者」を「規則で定める者」に改め、同条を第１３条とする。 

第１５条第３項中「及び第１２条」を削り、同条を第１４条とし、同条の次に次

の１条を加える。 

（点検） 

第１５条 第７条第１項の許可（現に設置されている掲出物件に広告物を表示し、

又は設置するものに限る。）を受けようとする者又は前条第２項の許可を受けよ

うとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める者に点検をさせなけれ

ばならない。ただし、規則で定める広告物については、この限りでない。 
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第１６条第２項中「第１２条から第１４条まで」を「第１２条、第１３条、第

１５条」に改める。 

第１９条第１項中「第１５条第１項」を「第１４条第１項」に、「を表示し、若

しくは設置する者若しくはこれらを管理する者」を「の所有者等」に改め、同条第

２項中「を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者」を「の所有者等」

に改める。 

第２６条第１項中「を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者」を

「の所有者等」に改める。 

第３０条第３号中「第１５条第１項」を「第１４条第１項」に改める。 

第３２条を削る。 

第３３条中「前３条」を「前２条」に改め、同条を第３２条とする。 

別表第２建築物の壁面を利用するものの項壁面に直接表示し、又は設置するもの

の項自然系許可地域の項中３に次のただし書を加える。 

ただし、建築物、施設若しくは団体の名称のうち一つを表す文字又はシンボル

マークその他これらに類するもののうち一つを立体的に加工したものを壁面に直

接取り付けることによって表示するもの（以下「建築物名称等の切り文字等」と

いう。）は、この限りでない。 

別表第２建築物の壁面を利用するものの項壁面に直接表示し、又は設置するもの

の項住居系許可地域の項３に次のただし書を加える。 

ただし、建築物名称等の切り文字等は、この限りでない。 

別表第２建築物の壁面を利用するものの項壁面に直接表示し、又は設置するもの

の項工業系許可地域の項３に次のただし書を加える。 

ただし、建築物名称等の切り文字等は、この限りでない。 

別表第２建築物の壁面を利用するものの項壁面に直接表示し、又は設置するもの

の項沿道系許可地域商業系許可地域の項３に次のただし書を加える。 

ただし、建築物名称等の切り文字等は、この限りでない。 

 別表第３中 

「   
電車又は自動
車の外面を利
用 す る も の
（電車又は路 

１ 表示の位置は、前面以外の外面とすること。 
２ １の車両についての表示面積の合計は、４.２平方メ
ートル以下とすること。 

３ 側面に表示するものについては、１件につき縦 
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 線バスの１の
車両について
の表示面積の
合計が４.２
平方メートル
を超えるもの
を除く。） 

０.６メートル以下、横３メートル以下とし、１の側面
についての表示面積の合計は、１.８平方メートル以下
とすること。 

４ 後面に表示するものについては、縦０.６メートル以
下、横１メートル以下のものとし、１件に限ること。 

５ 広告宣伝用自動車に表示する広告物には、前各号の規
定は、適用しない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」 

電車又は路線
バスの外面を
利用するもの
で、１の車両
についての表
示面積の合計
が４.２平方
メートルを超
えるもの 
 
 

１ 電車の１の外面に表示する広告物の面積の合計は、当
該外面の面積の１０分の１以下とし、電車の屋根及び底
面には広告物を表示しないこと。 

２ 路線バスの外面に広告物を表示することができる位置
は、前面以外の外面とし、路線バスの車体の窓から上部
については、広告物の地色を１色とすること。 

３ 車体の窓、ドア等のガラスの部分には、広告物を表示
しないこと。 

４ 発光し、蛍光塗料、発光塗料その他これらに類するも
のを使用する広告物で、運転者を幻惑させるおそれのあ
るものは、表示しないこと。 

５ 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転者の
注意力を著しく低下させるおそれのあるものは、設置し
ないこと。 

６ 色彩、意匠その他表示の方法を走行する地域の景観に
配慮したものとすること。 

  
「   

電車の外面を
利用するもの 

１ 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有する広
告物は、表示しないこと。 

２ 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転者の
注意力を著しく低下させるおそれのあるものは、設置し
ないこと。 

３ 色彩、意匠その他の表示の方法が走行する地域の景観
に調和したものであること。   

４ 次の各号のいずれかに該当すること。 
(1) 次のア及びイのいずれにも適合するものであるこ
と。 
ア 前面又は後面に表示するものについては、縦 
０.６メートル以下、横１メートル以下のものと
し、それぞれ１件に限ること。 

イ 側面に表示するものについては、１件につき縦

０.６メートル以下、横３メートル以下とし、１の
側面についての表示面積の合計は、１.８平方メー
トル以下とすること。 

(2）次のア及びイのいずれにも適合するものであるこ
と。 
ア １の外面に表示する広告物の面積の合計は、当該
外面の面積の１０分の１以下とし、電車の屋根及び
底面には広告物を表示しないこと。 

イ 車体の窓、ドア等のガラスの部分には、広告物を
表示しないこと。 
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 自動車等（路
線 バ ス に 限
る。）の外面 

１ 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有する広
告物は、表示しないこと。 

２ 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転者の 
 を利用するも

の 
 

注意力を著しく低下させる恐れのあるものは、設置しな
いこと。 

３ 色彩、意匠その他の表示の方法が走行する地域の景観
に調和したものであること。 

４ 次の各号のいずれかに該当すること。 
(1) 次のアからウまでのいずれにも適合するものである
こと。 
ア 表示の位置は、前面以外とすること。 
イ 側面に表示するものについては、１件につき縦
０.６メートル以下、横３メートル以下とし、１の
側面についての表示面積の合計は、１.８平方メー
トル以下とすること。 

ウ 後面に表示するものについては、縦０.６メート
ル以下、横１メートル以下のものとし、１件に限る
こと。 

(2) 次のアからウまでのいずれにも適合するものであ
ること。 
ア 表示の位置は、前面以外とすること。 
イ 車両の窓の上端から上部には文字等を表示せず、
広告物の地色１色とすること。 

ウ 車両の窓、ドア等のガラス部分には表示しないこ
と。 

 
 
 
 
 
 
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」 

自 動 車 等
（路線バスを
除く。）の外
面を利用する
もの 

１ 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有する広
告物は表示しないこと。 

２ 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転者の
注意力を著しく低下させるおそれのあるものは、設置し
ないこと。 

３ 色彩、意匠その他の表示の方法が走行する地域の景観
に調和したものであること。 

４ 表示の位置は、前面以外とすること。 
５ 側面に表示するものについては、１件につき縦０.６
メートル以下、横３メートル以下とし、１の側面につい
ての表示面積の合計は、１.８平方メートル以下とする
こと。 

６ 後面に表示するものについては、縦０.６メートル以
下、横１メートル以下のものとし、１件に限ること。 

７ 広告宣伝用自動車に表示する広告物には、第４項から
前項までの規定は、適用しない。 

  

改める。 

 別表第４自動車の外面を利用するもの（路線バスの１の車両についての表示面積

の合計が４.２平方メートルを超えるものを除く。）の項及び路線バスの外面を利

用するもので、１の車両についての表示面積の合計が４.２平方メートルを超える

ものの項を次のように改める。 
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自 動 車
等 （ 路
線 バ ス
に 限
る 。 ）
の 外 面
を 利 用
す る も
の 

すべて
の街区 

１ 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有す
る広告物は、表示しないこと。 

２ 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転
者の注意力を著しく低下させる恐れのあるものは、
設置しないこと。 

３ 色彩、意匠その他の表示の方法が走行する地域の
景観に調和したものであること。 

４ 次の各号のいずれかに該当すること。 
(1) 次のアからウまでのいずれにも適合するもので
あること。 
ア 表示の位置は、前面以外とすること。 
イ 側面に表示するものについては、１件につき
縦０.６メートル以下、横３メートル以下と
し、１の側面についての表示面積の合計は、
１.８平方メートル以下とすること。 

ウ 後面に表示するものについては、縦０.６メ
ートル以下、横１メートル以下のものとし、１
件に限ること。 

(2) 次のアからウまでのいずれにも適合するもの
であること。 
ア 表示の位置は、前面以外とすること。 
イ 車両の窓の上端から上部には文字等を表示せ
ず、広告物の地色１色とすること。 

ウ 車両の窓、ドア等のガラス部分には表示しな
いこと。 

自 動 車
等 （ 路
線 バ ス
を 除
く 。 ）
の 外 面
を 利 用
す る も
の 

すべて
の街区 

１ 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有す
る広告物は表示しないこと。 

２ 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他運転
者の注意力を著しく低下させるおそれのあるもの
は、設置しないこと。 

３ 色彩、意匠その他の表示の方法が走行する地域の
景観に調和したものであること。 

４ 表示の位置は、前面以外とすること。 
５ 側面に表示するものについては、１件につき縦
０.６メートル以下、横３メートル以下とし、１の
側面についての表示面積の合計は、１.８平方メー
トル以下とすること。 

６ 後面に表示するものについては、縦０.６メート
ル以下、横１メートル以下のものとし、１件に限る
こと。 

７ 広告宣伝用自動車に表示する広告物には、第４項
から前項までの規定は、適用しない。 

 別表第６のぼり旗の項中「１００円」を「１月ごとに１００円」に改め、同表広

告幕の項中「２００円」を「１月ごとに２００円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市屋外広告物条例の規定は、この条例の施行の日
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以後の申請に係る屋外広告物について適用し、同日前の申請に係る屋外広告物に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、屋外広告物の点検を義務化し、及び屋外広告物を取り

巻く状況の変化に対応するため、所要の改正をする必要による。 


